
戸塚高校定時制 交流センター 

 

学校感染症における出席停止について 

 

  次の表にある病名と診断された時は、他の生徒へ感染する可能性が高いため、出席停止となります。 

診断されたら速やかに学校へ連絡し、しっかりと治療してください。出席停止期間を守り、かつ、医師から登

校許可が出たら、登校当日に治癒届に保護者が記入し、担任に提出してください(その際、病院の領収書または

処方された薬の説明書など、受診を確認できるものを持参してください)。 

☆治癒届は戸塚高校定時制ホームページからダウンロードするか職員室まで取りに来てください。 

 

 

学校感染症の種類と出席停止 

 病     名 出席停止期間 

第

一

種 

エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、ペスト、 

マールブルグ病、ラッサ熱、急性灰白髄炎(ﾎﾟﾘｵ)、 

ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(SARS)  

南米出血熱、インフルエンザ(H5N1 型,H7N9 型)、 

中東呼吸器症候群 

治癒するまで 

第

二

種 

インフルエンザ(H5N1 型,H7N9 型を除く) 

  ＊医療機関の受診が必要 

発症後５日を経過し、かつ解熱後２日を経過

するまで 

百日咳 特有な咳が消失するまでまたは５日間の適

正な抗菌性物質製剤による治療が終了する

まで 

麻疹（はしか） 解熱した後３日を経過するまで 

流行性耳下腺炎（おたふくかぜ） 耳下腺、顎下腺または舌下腺の腫脹が発現し

た後５日を経過し、かつ、全身状態が良好に

なるまで 

風疹 発疹が消失するまで 

咽頭結膜熱 主要症状が消退した後２日を経過するまで 

水痘 すべての発疹が痂皮化するまで 

結核 感染のおそれがなくなるまで 

髄膜炎菌性髄膜炎 感染のおそれがなくなるまで 

新型コロナウイルス感染症 

  ＊医療機関受診もしくは抗原キットで陽性 

発症日を０日目として５日経過し、かつ、症

状軽快後１日経過した場合には、最短で６日

目から解除となる 

第

三

種 

コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、 

腸チフス、パラチフス、流行性角結膜炎、 

急性出血性結膜炎、＊その他の感染症 

感染のおそれがなくなるまで 

 

＊ 第三種「その他の感染症」とは 

   学校で流行が起こった場合にその流行を防ぐため、必要に応じて学校長が学校医の意見を聞き、第三種の

感染症として措置をとることのできる疾患です。出席停止の指示をするかどうかは、感染症の種類や各地域、

学校における感染症の発生・流行の態様などを考慮の上、判断されます。 

 

 

 

 



 

療養機関の見方 

 

【インフルエンザ】 

 〇発症日を０日目として発症後５日を経過し、かつ解熱後２日を経過するまでは、最短で６日目から 

解除・登校となります。 

 

発熱期間 ０日目 １日目 ２日目 ３日目 ４日目 ５日目 ６日目 ７日目 ８日目 9日目 

２日間  発熱 発熱 解熱 １日経過 ２日経過 解除・登校    

３日間 発熱 発熱 発熱 解熱 １日経過 ２日経過 解除・登校   

４日間 発熱 発熱 発熱 発熱 解熱 １日経過 ２日経過 解除・登校  

５日間 発熱 発熱 発熱 発熱 発熱 解熱 １日経過 ２日経過 解除・登校 

 

 

 

 

 

【新型コロナウイルス感染症】 

〇発症日を０日目として発症後５日を経過し、かつ、症状軽快後１日を経過した場合には、最短で６日目から 

解除・登校となります。 
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